
(57)【要約】

【課題】トンネル緩衝工５の開口部６の形状を特定する

ことで、トンネル退出波とトンネル微気圧波の両方の圧

力変動を減少させるようにする。

【解決手段】トンネル状の覆体２と該覆体２に設けられ

た矩形状の開口部６とからなるトンネル緩衝工６におい

て、前記開口部６の一辺を緩衝工５の開放側端面５ａに

面して設ける。

【作用効果】これにより、開口部６の上下方向の一辺が

無くなり、そこでの圧力変動が発生しなくなる。開口部

６の上下方向の辺は、他方の側において一辺残ることに

なるが、圧力変動が生じる回数は減少する。そのため、

近くの家屋の建具を加振する回数を減少させることがで

き、建具の振動振幅を小さくし、建具のガタツキ音を緩

和することができる。また、この矩形状の開口部の場合

は、トンネル微気圧波の減少をも実現することが可能で

ある。



【特許請求の範囲】

【請求項１】トンネル状の覆体と該覆体に設けられた矩

形状の開口部とからなるトンネル緩衝工において、前記

開口部の一辺を緩衝工の開放側端面に面して設けたこと

を特徴とするトンネル緩衝工。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、鉄道のトンネルの

坑口に設置されるトンネル緩衝工に関するものであり、

更に詳しくは、列車がトンネル緩衝工へ突入する時又は

緩衝工から退出する時に発生する空気圧によって周辺家

屋の建具が振動するのを緩和し、沿線環境の維持や列車

の高速化に寄与するものである。

【０００２】

【従来の技術】列車がトンネルへ突入すると、トンネル

内の空気が圧縮され、その圧力が圧縮波としてトンネル

入口から出口側へと伝播し、トンネル出口から微気圧波

と呼ばれる空気圧が放出される。トンネル微気圧波の大

きさは、列車がトンネルに突入する速度が高いほど大き

く、トンネル出口におけるトンネル内の圧縮波の圧力勾

配による。トンネル微気圧波が大きいとトンネル出口で

衝撃音が発生したり、トンネル出口近くの家屋の建具が

振動するなどの環境問題が生じうる。

【０００３】そこで、トンネル微気圧波を低減するため

に、特公昭５５－３１２７４号公報に開示された技術の

ように、トンネル入口にトンネル緩衝工が設置される。

トンネル緩衝工は、列車が突入する時にトンネル内に発

生する圧縮波の圧力勾配を緩和してトンネル微気圧波を

低減するものである。図３は、従来のトンネル緩衝工１

の一例を示すものである。このトンネル緩衝工１は、ト

ンネル本坑よりも大きい断面積を有するトンネル状の覆

体２を有し、覆体２の下り側の側面に開口部３が設けら

れている。トンネル緩衝工１は、覆体２の長さが長いほ

どトンネル微気圧波の低減効果が高くなることが明らか

になっている。

【０００４】尚、開口部３の面積、数、位置によっても

トンネル緩衝工の効果が異なり、従来はトンネル微気圧

波のピークの圧力値が最小になるように開口部３を設け

ていた。開口部３の位置は、覆体２の側面の前後方向の

ほぼ中央に設けるのが通常であった。また最近では、列

車の高速化に伴ってトンネル緩衝工１を長くすることが

行われ、開口部３の数も多くなる傾向があった。例え

ば、山陽新幹線の一つのトンネル（全長１１７４７ｍ）

の場合、トンネルの西口（博多駅）側に設けた緩衝工１

の長さを３５．７６ｍから４８．１６ｍに延長し、開口

部３の数を四つにして列車の高速化に対応するようにし

ていた。

【０００５】

【発明が解決しようとする課題】この延長工事により、

上り列車がトンネル西口へ突入するときに、トンネル出

口（新大阪駅側の東口）側で発生するトンネル微気圧波

は低減された。ところが、下り列車が新大阪駅側からト

ンネル内へ進入し、トンネル西口のトンネル緩衝工１を

通過するときに、当該西口側の近くの家屋の建具が振動

するという、従来知られていなかった現象が発生するよ

うになった。そこで、当該トンネル緩衝工１の近くで空

気の圧力を測定したところ、列車がトンネル緩衝工１に

突入するときと、トンネル緩衝工１を退出するときに、

トンネル緩衝工自体から圧力波が発生していることが観

測され（この圧力波を、以下は、「トンネル突入波」・

「トンネル退出波」という）、その圧力波が家屋の建具

を振動させていることがわかった。

【０００６】図６の図（Ａ）は、下り列車がトンネル西

口を退出するときのトンネル退出波の測定結果を示すも

のであり、同図（Ｂ）は、上り列車がトンネル西口へ突

入するときのトンネル東口で発生する微気圧波の測定結

果を示すものである。図（Ｂ）から明らかなように、ト

ンネル緩衝工１を延長したことにより、トンネル東口で

の微気圧波としては２３～３９Ｐａの範囲であり、低い

値を示している。ところが、図（Ａ）に示すトンネル退

出波の圧力変動は大きく、トンネル西口近くの家屋の建

具に大きなガタツキ音を発生させており、新たな環境問

題を生じていた。なお、図６の図（Ａ）を分析して見る

と、トンネル退出波は、列車の先頭部、二つのパンタグ

ラフ部、後尾部がそれぞれトンネル緩衝工１を退出する

ときに発生しており、特に列車の先頭部が退出するとき

の圧力変動が大きいことが顕著である。

【０００７】このような新たな問題であるトンネル退出

波を低減させるトンネル緩衝工１の構造として、本発明

者らは鋭意研究を重ねた。その結果によれば、トンネル

緩衝工１の開口部３の一つを閉塞すると、その部分では

トンネル退出波は発生せず、退出波の波の数が一つ減少

したので、トンネル退出波は開口部３のそれぞれについ

て発生し、これらの開口部３を列車の先頭部、パンタグ

ラフ部、後尾部が通過するときに、それぞれの開口部３

において圧力変動が発生することに起因するものである

ことが明らかとなった。

【０００８】またこのような分析結果に基づいて、図７

に示すように、緩衝工１に設ける開口部４の形状を、緩

衝工１の開放側端面から開口面積が連続して減少するよ

うにしたところ、図８の図（Ａ）に示すように、トンネ

ル退出波の発生はほとんど見られなくなった。ところ

が、この場合には、同図の図（Ｂ）に示すように、トン

ネル東口側での微気圧波が大きくなるという問題が生じ

た。トンネル退出波の発生がほとんど見られなくなった

のは、開口部４の縦の辺（上下方向の辺）を省略したこ

とにより、大きな圧力変動がなくなったものと判断され

る。

【０００９】つまり、列車の高速化に伴うトンネル微気

圧波の発生を低減させるために、トンネル緩衝工１を延
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伸し、開口部３の数を増やすと、開口部３の数に応じて

トンネル退出波の波数が増加し、その結果、近くの家屋

の建具の振動が顕著になるという問題が生じた。このト

ンネル退出波は、開口部３を閉塞すると無くなるが、そ

の場合にはトンネル微気圧波が発生するという問題があ

る。このように、従来においては、トンネル退出波とト

ンネル微気圧波の両方を低減できるという技術が確立さ

れておらず、その開発が望まれていた。

【００１０】

【課題を解決するための手段】本発明は従来の前記課題

に鑑みてこれを改良除去したものであって、トンネル緩

衝工の開口部の形状を特定することで、トンネル突入波

・トンネル退出波とトンネル微気圧波の両方の圧力変動

を減少させることのできる技術を提供せんとするもので

ある。

【００１１】而して、前記課題を解決するために本発明

が採用した手段は、トンネル状の覆体と該覆体に設けら

れた矩形状の開口部とからなるトンネル緩衝工におい

て、前記開口部の一辺を緩衝工の開放側端面に面して設

けたことを特徴とするトンネル緩衝工である。トンネル

緩衝工の開口部の上下方向の辺で圧力変動が発生するの

で、開口部の一辺を緩衝工の開放側端面に面して設ける

ことにより、開口部の上下方向の一辺が無くなり、そこ

での圧力変動は発生しなくなる。上下方向の辺は、他方

の側において一辺残ることになるが、圧力変動が生じる

回数を減少させることができ、近くの家屋の建具を加振

する回数を減少させることによって、建具の振動振幅を

小さくし、建具のガタツキ音を緩和することが可能であ

る。なお、この矩形状の開口部の場合は、トンネル微気

圧波の減少をも実現することが可能である。

【００１２】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の構成を図面に示

す発明の実施の形態に基づいて説明すると次の通りであ

る。なお、従来の場合と同一符号は同一部材である。図

１は、本発明の一実施の形態に係るトンネル緩衝工５の

開口部６を示す側面図である。同図に示す如く、このト

ンネル緩衝工５は、覆体２の側面のうち、トンネル緩衝

工５を退出する列車が通る側の側面に、トンネル緩衝工

５の開放側端面５ａから連続する矩形状の開口部６を形

成したものである。

【００１３】このように、開口部６の数を一つとするこ

とにより、圧力変動の発生回数を一回に減らすことがで

きる。また開口部６の一辺を緩衝工５の開放側端面５ａ

に面して設けることにより、開口部６の上下方向の一辺

が無くなり、そこでの圧力変動は発生しなくなる。上下

方向の辺は、他方の側において一辺だけ残ることになる

が、圧力変動が生じる回数を減少させることで、近くの

家屋の建具を加振する回数を減少させることができ、こ

れによって建具の振動振幅を小さくし、建具のガタツキ

音を緩和することが可能である。

【００１４】またこのような開口部６の場合、当該トン

ネル緩衝工５へ突入する列車によって発生するトンネル

出口側での微気圧波も列車がトンネル緩衝工５へ突入す

るときの圧縮波が連続した矩形状の開口部６から放出さ

れることによって緩和され、微気圧波を低減させること

も可能である。

【００１５】図２の図（Ａ）及び図（Ｂ）は、この実施

の形態に係る開口部６の構成を、前述した実際のトンネ

ルの緩衝工へ適用してトンネル退出波とトンネル微気圧

波の圧力変動波形を測定した結果を示すものである。こ

れによれば、図（Ａ）に示すように、トンネル退出波の

発生は列車先頭部による一回だけであり、波の大きさも

小さくすることができた。また図（Ｂ）に示すように、

上り列車がトンネル西口へ突入したときに発生するトン

ネル東口でのトンネル微気圧波は、その大きさが２９～

４０Ｐａであり、図６の図（Ｂ）に示す従来の場合に比

較して１Ｐａ増加しただけであり、問題となるレベルで

はない。

【００１６】

【発明の効果】以上説明したように本発明にあっては、

トンネル状の覆体と該覆体に設けられた矩形状の開口部

とからなるトンネル緩衝工において、前記開口部の一辺

を緩衝工の開放側端面に面して設けたから、開口部の上

下方向の一辺が無くなり、そこでの圧力変動が発生しな

くなる。開口部の上下方向の辺は、他方の側において一

辺残ることになるが、圧力変動が生じる回数は減少す

る。そのため、近くの家屋の建具を加振する回数を減少

させることができ、建具の振動振幅を小さくし、建具の

ガタツキ音を緩和することができる。また、この矩形状

の開口部の場合は、トンネル微気圧波の減少をも実現す

ることが可能である。つまり、本発明にあっては、トン

ネル退出波とトンネル微気圧波の両方の圧力変動に起因

する問題を解決することができ、列車の高速化に対応し

た上で、トンネル近傍の環境改善に寄与することが可能

である。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の一実施の形態に係るものであり、トン

ネル緩衝工の開口部を示す側面図である。

【図２】本発明の一実施の形態に係るものであり、図

（Ａ）はトンネル退出波の測定波形を、図（Ｂ）はトン

ネル微気圧波の測定波形を示す図面である。

【図３】従来のトンネル緩衝工を示す斜視図である。

【図４】従来のトンネル緩衝工の開口部を示す側面図で

ある。

【図５】実際のトンネルにおけるトンネル退出波とトン

ネル微気圧波の測定状態を示す平面図である。

【図６】従来技術に係るものであり、図（Ａ）はトンネ

ル退出波の測定波形を、図（Ｂ）はトンネル微気圧波の

測定波形を示す図面である。

【図７】トンネル退出波を減少させるためのトンネル緩
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衝工に設ける開口部を示す側面図である。

【図８】図７に示すトンネル緩衝工における圧力変動波

形を示すものであり、図（Ａ）はトンネル退出波を、図

（Ｂ）はトンネル微気圧波を示す図面である。

【符号の説明】

２…覆体、５…トンネル緩衝工、５ａ…トンネル緩衝工

の開放側端面、６…矩形状の開口部

【図１】

【図２】
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【図３】

【図５】

【図７】
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【図８】
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